
2024年度診療報酬改定 検討状況レポート07 ― 外来（その３）―

医業経営ニュース Vol.65

2023年11月

2024年度診療報酬改定に向け、11月10日開催の第563回中医協総会において、〖外来機能の分化
推進〗〖医療DX〗〖かかりつけ医機能〗についての評価等が議論されました。

■外来機能の分化の推進について
前回（2022年度）の診療報酬改定において、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進す

る観点から、［紹介状なしで受診した患者等から徴収する定額負担額の引き上げ（初診：医科・
歯科とも2,000円増、再診：医科500円、歯科400円増）］［対象病院の範囲（紹介受診重点医療
機関の追加）や保険給付範囲の見直し］が行われ、その結果、初診時に紹介状なしで受診した患
者の割合は全体及び義務化対象施設で4.3%減少したことが確認されています。
また、今夏には［紹介受診重点医療機関］が公表されており、これらを踏まえ、外来機能の更

なる分化と推進がどのように行われるか、今後の議論を注視する必要があります。
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■医療DXについて
医療DXの推進に関しては、すでに［マイナンバーカードと健康保険証の一体化］が推進されて

います。加えて、［全国医療情報プラットホームの構築］や［電子カルテ情報の標準化］におい
て、情報共有にあたっての標準規格である［3文書（『診療情報提供書』『退院サマリー』『健
診結果報告書』］、およびそれに含まれる［6情報（傷病名／アレルギー情報／感染症情報／薬
剤禁忌情報／検査情報（救急、生活習慣病）／処方情報））］の普及を促進し、医療の質向上の
ために活用することが挙げられています。
また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和5年6月9日閣議決定）において、医療

分野におけるデジタル化の推進が示されています。次回の診療報酬改定では、診療報酬上、書面
での情報提供等が必要とされる項目において、電磁的方法の活用が進むための要件設定が行われ
る可能性が考えられます。

※上記引用元…中医協総会（第563回）外来（その３）資料（スライド№24）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf


2023年11月
かかりつけ医機能について
かかりつけ医機能が発揮される制度整備として、［医療機能情報提供制度の刷新（2024年4月

施行）］［かかりつけ医機能報告の創設（2025年4月施行）］［患者に対する説明（2025年4月
施行）］があります。このうち、［患者に対する説明］については、特に必要であって患者が希
望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は書面により
説明するよう努力義務が定められます。
［かかりつけ医機能の報告］の報告項目のイメージとして、〈日常的な診療の総合的〉〈継続

的実施や夜間〉〈休日の対応〉〈入退院支援〉〈在宅医療の提供〉〈介護サービス等との連携〉
その他厚生労働省令で定める機能が挙げられており、都道府県知事はその内容を踏まえ、かかり
つけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の
場に報告するとともに公表する流れとなっています。
また今後、介護サービス等とかかりつけ医の連携がますます重要となっていく中、介護支援専

門員から見た情報共有における問題点の一つとして、「医療機関側に時間をとってもらうことが
困難である」という調査結果が出ています。地域包括診療料・加算を届出している医療機関にお
いてもサービス担当者会議への医師の参加割合は5割強にとどまっており、主治医と介護支援専
門員双方向のコミュニケーションの促進が論点とされています。
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株式会社ユアーズブレーンでは、診療報酬の解釈や指導監査対策等、医事に関する
様々なご質問・ご相談に対応する「医事相談室」サービスを提供しております。
詳細をご希望の方は https://www.yb-satellite.co.jp/original9.html#a04 から、

またはTEL：082-243-7331  e-mail： info@yb-satellite.co.jp からお問合せください。

※上記引用元…中医協総会（第563回）外来（その３）資料（スライド№48）

かかりつけ医機能については上記のほか、[特定疾患療養管理料]についても言及されています。
生活習慣病においては、計画的な療養指導が求められるため、生活習慣病管理料には詳細な『療
養計画書』の作成と『療養計画書』を用いた患者への説明が求められています。しかし[特定疾患
療養管理料]は、生活習慣病の患者も対象とされているものの、『療養計画書』の作成は要件化と
されていません。[特定疾患療養管理料]の算定がある施設の状況をみると、それ以外の施設と比
べ、現状かかりつけ医機能が高くはありません。生活習慣病の増加等に対する効果的・効率的な
疾病管理及び重症化予防の取組推進に向けた、生活習慣病に係る診療報酬上の療養指導の評価の
在り方をどう考えるかが論点になっています。

https://www.yb-satellite.co.jp/original9.html#a04
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf


【オンデマンド方式で繰り返し視聴可能】

２０２４年度 診療報酬・介護報酬 同時改定解説セミナー

2024年度は診療報酬・介護報酬・障害福祉サービスのトリプル改定に加え、医療計
画・介護保険事業計画等の切替え、医師の時間外労働に対する上限規制の開始等が
重なり、医療界にとって重要な年となることが予想されます。
本セミナーでは、これらの変化への対応に必要な準備について解説いたします。

✅ 配信期間中は講演動画をいつでもご覧いただけます
✅ 配信開始直後から、使用資料のデータがダウンロード可能です

✅ 「医業経営ニュース」において改定情報を無料で公開いたします

下記キーワードまたは右QRコードからご確認・お申込み下さい

(https://www.yb-satellite.co.jp/mf2024.html)
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ユアーズブレーン 同時改定 検 索

 セミナー講師 ︓長面川（なめかわ）さより 先生（株式会社 ウォームハーツ 代表取締役）

 セミナー主催 ︓株式会社ユアーズブレーン 医業経営コンサルティング部
 セミナー受講料︓１名様 １１，０００円 （資料代・消費税 含む）
 動画配信期間 ︓２０２４年３月中旬 配信開始 〜 同年４月上旬 配信終了（予定）

【長面川 (なめかわ) さより 先生 プロフィール】
昭和大学病院医事課退職後、1999年オフィスナメカワ設立。
診療報酬関連コンサルティング業務、検定問題作問、レセプト精度診断、開業サポート等を行う。

2004年 株式会社医療情報科学研究所 代表取締役就任後、2016年より株式会社ウォームハ
ーツ代表取締役。専門分野である診療報酬請求をもとに、より早い情報収集・問題点抽出・分析・
改善等の立案を行い、クライアントとともに課題に取り組んでいる。

【所属学会】 日本医療・病院管理学会、日本医療経営学会診療報酬・介護報酬研究部会、
日本医療秘書学会、全国医事研究会(理事)、日本施設基準管理士協会(理事)

〒730-0042  広島市中区国泰寺町1-3-29-3F
TEL︓082 – 243 – 7331
FAX︓082 – 249 – 7070

受講料のお支払い方法・視聴方法につきましては、お申込みの方にご案内いたします

担当 酒井・真鍋・上野

https://www.yb-satellite.co.jp/mf2024.html
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